
県指定
障害福祉サービス

居 宅 生 活 支 援 事 業居 宅 生 活 支 援 事 業
＜内容＞　介護保険制度以外の身体・生活支援

《児童～６５才未満の方が対象となります。》
《在宅での喀痰吸引を必要とする利用者様についてもご相談に応じます。》

★　身体に障害のある方
★　知的に障害のある方
★　児童福祉法に基づく居宅生活支援

あなたの　　　　 　 　 　 何 で も 応援いたします！困った事に・・・

居宅生活支援サービスをご利用になる場合の利用料

市町村の生活支援基準によります。
利用者本人負担額は所得に応じ減免されます。


